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(57)【要約】
【課題】車椅子からの乗り移り動作を円滑に行うことが
できる便器用手摺を提供する。
【解決手段】便所の床に固定設置された便器Ａの床固定
部ａの両側部に設置される左右一対のベース部材１０と
、このベース部材１０を相互に連結する連結部材２０と
、各ベース部材１０にそれぞれ立設された起立部材３０
と、各起立部材３０の上端部にそれぞれ支持された手摺
部材４０と、各ベース部材１０に取り付けられた固定部
材５０と、ベース部材１０及び連結部材２０に連設され
た複数本の支持脚６０とから構成されている。便器Ａの
正面に向かって右側のベース部材１０は、連結部材２０
が接続される後方側の固定部１１と、この固定部１１の
前端部に跳ね上げ可能に支持された可動部１２とを備え
ており、この可動部１２に右側の起立部材３０が立設さ
れていると共に、リンク機構６３によって、可動部１２
の動きに連動する可動支持脚６２が回動可能に支持され
ている。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洋風便器における床固定部の両側部の外側で前後方向に延びる一対のベース部材と、
　一対の前記ベース部材を相互に連結する連結部材と、
　前記ベース部材に立設された一対の起立部材と、
　前記起立部材の上端部にそれぞれ支持された手摺部材と
を備え、
　前記連結部材は、前記洋風便器の前後方向の中央部または中央部よりも後方側で前記ベ
ース部材に接続されており、
　少なくとも一方の前記ベース部材は、前記連結部材の接続部よりも前方側に、後端を回
動支点として後方側に跳ね上げ可能な可動部を有し、
　前記起立部材は、前記可動部に立設されていることを特徴とする便器用手摺。
【請求項２】
　前記ベース部材及び前記連結部材を所定の高さ位置に保持するために、前記可動部を除
く前記ベース部材及び前記連結部材には、複数の固定支持脚が連設されていると共に、前
記ベース部材における前記可動部には、上端部を揺動支点として揺動可能に支持された可
動支持脚が連設されており、
　前記可動部が水平状態である初期位置では、前記可動支持脚を揺動不能な状態にロック
し、前記可動部を初期位置から跳ね上げると、そのロックが解除され、前記可動支持脚を
揺動可能な状態にするロック機構を備えている請求項１に記載の便器用手摺。
【請求項３】
　前記ベース部材及び前記連結部材を所定の高さ位置に保持するために、前記可動部を除
く前記ベース部材及び前記連結部材には、複数の固定支持脚が連設されていると共に、前
記ベース部材における前記可動部には、上端部を回動支点として回動可能に支持された可
動支持脚が連設されており、
　前記可動部を水平状態である初期位置から跳ね上げると、その跳ね上げ動作に伴って、
前記可動支持脚が回動してその下端部が前記可動部に接近し、跳ね上げた前記可動部の初
期位置への復帰動作に伴って、前記可動支持脚が逆方向に回動してその下端部が前記可動
部から離反し、前記可動部が初期位置に復帰した状態では、前記可動支持脚が垂直状態に
保持されるように、前記可動支持脚の動きを前記可動部の動きに連動させる連動機構を備
えている請求項１に記載の便器用手摺。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、既設の洋風便器（以下、便器という。）に取り付けることで、足腰の弱い
老人の用便動作を助けることのできる便器用手摺、特に、車椅子からの乗り移り動作が円
滑に行える便器用手摺に関する。
【背景技術】
【０００２】
　既設の便器に取り付ける便器用手摺としては、例えば、図１７に示すようなものがある
。この便器用手摺７０は、同図に示すように、床に設置された便器Ａの左右両側に配設さ
れる一対のベース部材７１、７１と、それぞれのベース部材７１、７１の後方側に立設さ
れた起立部材７２、７２と、この起立部材７２、７２の上端部にそれぞれ支持された手摺
部材７３、７３と、一対の起立部材７２、７２を、相互に連結する連結部材７４と、便器
Ａの両側部を挟み込む一対の挟持部材７５、７５とを備えており、手摺部材７３、７３は
、同図に二点鎖線で示すように、後方側に跳ね上げることができるようになっている。
【０００３】
　従って、車椅子に座った足腰の弱い老人等が用便を行う際は、便器Ａの片側に車椅子を
移動し、車椅子に近いほうの手摺部材７３を跳ね上げて移動空間を確保した状態で、車椅
子から便器Ａに乗り移ることになる。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－２０１６７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述したような便器用手摺７０では、手摺部材７３を跳ね上げることに
よって、車椅子から便器Ａに乗り移る老人等の移動空間を開放することはできるが、床に
設置されているフレーム７１を老人等の移動経路から退避させることはできないので、老
人等が車椅子から便器Ａに乗り移る際に、フレーム７１に足が引っかかり、円滑に乗り移
ることができないといった問題がある。
【０００６】
　そこで、この発明の課題は、車椅子からの乗り移り動作を円滑に行うことができる便器
用手摺を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するため、請求項１に係る発明は、洋風便器における床固定部の両側
部の外側で前後方向に延びる一対のベース部材と、一対の前記ベース部材を相互に連結す
る連結部材と、前記ベース部材に立設された一対の起立部材と、前記起立部材の上端部に
それぞれ支持された手摺部材とを備え、前記連結部材は、前記洋風便器の前後方向の中央
部または中央部よりも後方側で前記ベース部材に接続されており、少なくとも一方の前記
ベース部材は、前記連結部材の接続部よりも前方側に、後端を回動支点として後方側に跳
ね上げ可能な可動部を有し、前記起立部材は、前記可動部に立設されていることを特徴と
する便器用手摺を提供するものである。
【０００８】
　また、請求項２に係る発明は、請求項１に係る発明の便器用手摺において、前記ベース
部材及び前記連結部材を所定の高さ位置に保持するために、前記可動部を除く前記ベース
部材及び前記連結部材には、複数の固定支持脚が連設されていると共に、前記ベース部材
における前記可動部には、上端部を揺動支点として揺動可能に支持された可動支持脚が連
設されており、前記可動部が水平状態である初期位置では、前記可動支持脚を揺動不能な
状態にロックし、前記可動部を初期位置から跳ね上げると、そのロックが解除され、前記
可動支持脚を揺動可能な状態にするロック機構を備えていることを特徴としている。
【０００９】
　また、請求項３に係る発明は、請求項１に係る発明の便器用手摺において、前記ベース
部材及び前記連結部材を所定の高さ位置に保持するために、前記可動部を除く前記ベース
部材及び前記連結部材には、複数の固定支持脚が連設されていると共に、前記ベース部材
における前記可動部には、上端部を回動支点として回動可能に支持された可動支持脚が連
設されており、前記可動部を水平状態である初期位置から跳ね上げると、その跳ね上げ動
作に伴って、前記可動支持脚が回動してその下端部が前記可動部に接近し、跳ね上げた前
記可動部の初期位置への復帰動作に伴って、前記可動支持脚が逆方向に回動してその下端
部が前記可動部から離反し、前記可動部が初期位置に復帰した状態では、前記可動支持脚
が垂直状態に保持されるように、前記可動支持脚の動きを前記可動部の動きに連動させる
連動機構を備えていることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１０】
　以上のように、請求項１に係る発明の便器用手摺は、洋風便器の前後方向の中央部また
は中央部よりも後方側で連結部材がベース部材に接続されており、少なくとも一方のベー
ス部材が、連結部材の接続部よりも前方側に、後端を回動支点として後方側に跳ね上げ可
能な可動部を有し、その可動部に起立部材が立設されているので、洋風便器の一方の側部
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側に位置している車椅子から老人等が洋風便器に乗り移る際、ベース部材の可動部を跳ね
上げることにより、老人等の移動経路に全く障害物がなくなり、老人等が車椅子から洋風
便器に円滑かつ確実に乗り移ることができる。
【００１１】
　また、請求項２、３に係る発明の便器用手摺では、固定支持脚及び可動支持脚によって
、ベース部材及び連結部材が所定の高さ位置に保持されるようになっているので、便所の
床面とベース部材及び連結部材との間に空間が形成されることになる。従って、便所の床
面を拭き掃除する際、ベース部材及び連結部材の下側についても、容易に拭き掃除するこ
とができるという効果が得られる。
【００１２】
　また、請求項２に係る発明の便器用手摺では、ベース部材の可動部を水平状態である初
期位置から跳ね上げると、ロック機構によるロックが解除され、可動部に連設されている
可動支持脚が可動部側に揺動し、洋風便器への乗り移り経路側に可動支持脚が張り出すこ
とがないので、可動支持脚が洋風便器への乗り移りの障害になることがないと共に、跳ね
上げた可動部を初期位置に戻すと、ロック機構によって、自動的に可動支持脚が揺動不能
な状態にロックされるので、可動部が前下がりの状態に傾くことがなく、操作性もよい。
【００１３】
　また、請求項３に係る発明の便器用手摺では、可動部を水平状態である初期位置から跳
ね上げると、その跳ね上げ動作に伴って、可動支持脚が回動してその下端部が可動部に接
近し、跳ね上げた可動部の初期位置への復帰動作に伴って、可動支持脚が逆方向に回動し
てその下端部が可動部から離反し、可動部が初期位置に復帰した状態では、可動支持脚が
垂直状態に保持されるので、可動部を跳ね上げたときに、可動支持脚が洋風便器への乗り
移りの障害になることがないと共に、可動部を初期位置に戻す際に、可動部が前下がりの
状態に傾くことがなく、操作性もよい。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】この発明に係る便器用手摺の設置状態を示す斜視図である。
【図２】同上の便器用手摺の設置状態を示す正面図である。
【図３】同上の便器用手摺の設置状態を示す平面図である。
【図４】同上の便器用手摺の設置状態を示す側面図である。
【図５】同上の便器用手摺の固定部材を示す詳細図である。
【図６】同上の便器用手摺の手摺部材を跳ね上げた状態を示す平面図である。
【図７】同上の便器用手摺の手摺部材を跳ね上げた状態を示す側面図である。
【図８】（ａ）～（ｃ）は他の実施形態である便器用手摺に採用された可動支持脚のロッ
ク機構を説明するための一部切欠断面図である。
【図９】同上の便器用手摺における可動部の跳ね上げ時における可動支持脚の動きを説明
するための部分側面図である。
【図１０】同上の便器用手摺における可動部の跳ね上げ時における可動支持脚の動きを説
明するための部分側面図である。
【図１１】同上の便器用手摺における可動部の跳ね上げ時における可動支持脚の動きを説
明するための部分側面図である。
【図１２】他の実施形態である便器用手摺の設置状態を示す正面図である。
【図１３】同上の便器用手摺の設置状態を示す平面図である。
【図１４】同上の便器用手摺の設置状態を示す側面図である。
【図１５】同上の便器用手摺の手摺部材を跳ね上げた状態を示す平面図である。
【図１６】同上の便器用手摺の手摺部材を跳ね上げた状態を示す側面図である。
【図１７】従来の便器用手摺の設置状態を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、実施の形態について図面を参照して説明する。図１～図４に示すように、この便
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器用手摺１は、便所の床に固定設置された便器Ａの床固定部ａの両側部において、便器Ａ
の前後方向に延びる、金属製の角パイプによって形成された左右一対のベース部材１０と
、左右一対のベース部材１０を相互に連結する連結部材２０と、各ベース部材１０にそれ
ぞれ立設された左右一対の起立部材３０と、各起立部材３０の上端部にそれぞれ支持され
た左右一対の手摺部材４０と、各ベース部材１０に取り付けられた左右一対の固定部材５
０とを備えており、ベース部材１０及び連結部材２０には、ベース部材１０及び連結部材
２０を所定の高さ位置（例えば、１３ｃｍ程度）に保持するために、複数本の支持脚６０
が連設されている。
【００１６】
　左右一対の前記ベース部材１０のうち、便器Ａの正面に向かって左側のベース部材１０
は、１本の角パイプによって形成されているが、便器Ａの正面に向かって右側のベース部
材１０は、連結部材２０が接続される後方側の固定部１１と、この固定部１１の前端部に
連設された支持片１１ａに、後端を回動支点として後方側に跳ね上げ可能に支持された可
動部１２とを備えており、この可動部１２に右側の起立部材３０が立設されている。なお
、左側のベース部材１０の前端及び後端、右側のベース部材１０における固定部１１の後
端及び可動部１２の前端には、合成樹脂製のキャップ１３が装着されている。
【００１７】
　前記連結部材２０は、左右一対のベース部材１０、１０の後部側にそれぞれ接続された
、便器Ａの幅方向に延びる左右一対の直線部２１、２１と、両端部が左右一対の直線部２
１、２１にそれぞれ連設された、便器Ａにおける床固定部ａの前端上部を取り囲むように
、中央部を略Ｕ字状に屈曲させた屈曲部２２とから構成されており、直線部２１及び屈曲
部２２は、ベース部材１０と同様の金属製の角パイプによって形成されていると共に直線
部２１の内端には、合成樹脂製のキャップが装着されている。
【００１８】
　前記起立部材３０は、上端側が僅かに内側（便器Ａ側）に傾斜した状態でベース部材１
０に固着された金属製の角パイプからなる下部支柱３１と、この下部支柱３１にその上端
側から差し込まれて、下部支柱３１内を上下にスライドする金属製の角パイプからなる上
部支柱３２とから構成されており、この上部支柱３２の上端部に手摺部材４０が支持され
ている。
【００１９】
　また、下部支柱３１の前面には複数のボルト挿通孔３１ａが上下に形成されており、い
ずれかのボルト挿通孔３１ａに通したノブボルト３３を、上部支柱３２の下部前面に形成
されたねじ孔（図示せず）にねじ込んで締め付けることにより、上部支柱３２を所定の高
さに段階的に固定することができるようになっている。
【００２０】
　前記手摺部材４０は、金属製の手摺本体に樹脂製のカバーを被せたものであり、前端部
が起立部材３０の上部支柱３２の上端部に支持されている。
【００２１】
　前記固定部材５０は、図１～図５に示すように、連結部材２０の直線部２１、２１の外
端部に立設された支持脚５１、５１と、この支持脚５１、５１の上端部にそれぞれ固着さ
れ、内側に向かって斜め上方に立ち上がる一対の固定アーム５２、５２と、それぞれの固
定アーム５２にその上端から差し込まれて、上下方向にスライドする可動アーム５３、５
３と、各可動アーム５３、５３の先端に取り付けられ、便器Ａの湾曲した上部外表面ｂに
当接して押圧する押圧部５５とから構成されており、前記固定アーム５２及び可動アーム
５３は、金属製の丸パイプによって形成されている。
【００２２】
　また、固定アーム５２の外周面には、長手方向に延びる長孔５２ａが形成されていると
共に、この長孔５２ａにおける前側の直線縁には、複数のＵ字状の切欠凹部５２ｂが一定
間隔で形成されており、このＵ字状の切欠凹部５２ｂの湾曲部が斜め下方を向くように、
長孔５２ａを前側に傾けた状態で、固定アーム５２が支持脚５１に固着されている。
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【００２３】
　従って、長孔５２ａに通したノブボルト５４を、可動アーム５３の下端部に形成された
ねじ孔（図示せず）にねじ込んで、ノブボルト５４の軸部をＵ字状の切欠凹部５２ｂに嵌
め込んだ状態で、ノブボルト５４を締め付けることにより、長孔５２ａの長さの範囲内で
可動アーム５３を段階的に固定することができるようになっている。
【００２４】
　以上のように、Ｕ字状の切欠凹部５２ｂの湾曲部が斜め下方を向くように、長孔５２ａ
を前側に傾けた状態で、固定アーム５２が支持脚５１に固着されているので、何らかの理
由でノブボルト５４が緩んだ場合でも、ノブボルト５４の軸部が切欠凹部５２ｂから脱落
することがなく、固定アーム５２に対する可動アーム５３の固定位置が保持されることに
なる。
【００２５】
　前記押圧部５５は、同図に示すように、可動アーム５３の上端に取り付けられたアジャ
スタ５６と、このアジャスタ５６に取り付けられた自在アタッチメント５７とから構成さ
れている。
【００２６】
　前記アジャスタ５６は、可動アーム５３の上端に形成されたネジ孔（図示せず）にねじ
込まれる全ネジボルト５６ａと、この全ネジボルト５６ａに固定された、全ネジボルト５
６ａを回転させるための回転操作部５６ｂとから構成されており、回転操作部５６ｂを回
転させることで、全ネジボルト５６ａが回転しながら進退し、自在アタッチメント５７が
、固定アーム５２の延びだし方向に進退するようになっている。
【００２７】
　前記自在アタッチメント５７は、自在継手を介してアジャスタ５６に取り付けられてお
り、図５に二点鎖線で示すように、便器Ａの上部外表面ｂの湾曲状態に応じて、ある程度
の自由度を持ってその接触角度を調整できるようになっている。
【００２８】
　従って、便器用手摺１を便器Ａに固定するには、まず、ノブボルト５４の軸部を適正な
切欠凹部５２ｂに嵌め込んで、ノブボルト５４を締め付けることによって、可動アーム５
３を固定アーム５２に固定した後、アジャスタ５６を回転させることによって、自在アタ
ッチメント５７を固定アーム５２の延びだし方向に前進させて、自在アタッチメント５７
によって、便器Ａの上部外表面ｂを押圧すればよい。
【００２９】
　前記支持脚６０は、左側のベース部材１０の前端部及び後端部、右側のベース部材１０
における固定部１１の前端部及び後端部、連結部材２０における左側の直線部２１の内端
部、連結部材２０における屈曲部２２の右端部にそれぞれ連設された複数本の固定支持脚
６１と、右側のベース部材１０における可動部１２の前端部に連設された１本の可動支持
脚６２とから構成されており、連結部材２０における屈曲部２２の右端部に連設された固
定支持脚６１が、連結部材２０における左側の直線部２１の内端部に連設された固定支持
脚６１や固定部１１の後端部に連設された固定支持脚６１よりも、僅かに前方側に位置し
ている。なお、固定部１１の前端側の固定支持脚６１と可動支持脚６２とは、角パイプに
よって形成されているが、それ以外の固定支持脚６１は丸パイプによって形成されており
、固定支持脚６１及び可動支持脚６２には、それぞれの下端部に合成樹脂製のカバー６１
ａ、６２ａが装着されている。
【００３０】
　前記可動支持脚６２は、図１、図２及び図４に示すように、その上端部が、ベース部材
１０における可動部１２に連設された支持部材１２ａを介して、可動部１２に回動可能に
支持されており、図７に示すように、可動部１２を水平状態である初期位置から跳ね上げ
ると、その跳ね上げ動作に伴って、可動支持脚６２が後方側に回動してその下端部が可動
部１２に接近し、跳ね上げた可動部１２の初期位置への復帰動作に伴って、可動支持脚６
２が逆方向に回動してその下端部が可動部１２から離反し、図４に示すように、可動部１
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２が初期位置に復帰した状態では、可動支持脚６２が垂直状態に保持されるように、可動
支持脚６２と固定部１１の前端部側の固定支持脚６１とが、可動支持脚６２の動きを可動
部１２の動きに連動させるリンク機構６３を介して、相互に連結されている。
【００３１】
　以上のように、この便器用手摺１は、便器Ａの前後方向の中央部よりも後方側で連結部
材２０がベース部材１０に接続されており、便器Ａの正面に向かって右側のベース部材１
０が、連結部材２０の接続部よりも前方側に、後端を回動支点として後方側に跳ね上げ可
能な可動部１２を有し、その可動部１２に起立部材３０が立設されているので、便器Ａの
右側に位置している車椅子から老人等が便器Ａに乗り移る際、図６及び図７に示すように
、ベース部材１０の可動部１２を跳ね上げることにより、老人等の移動経路に全く障害物
がなくなり、老人等が車椅子から便器Ａに円滑かつ確実に乗り移ることができる。
【００３２】
　特に、この便器用手摺１では、可動支持脚６２と固定部１１の前端部側の固定支持脚６
１とが、可動支持脚６２の動きを可動部１２の動きに連動させるリンク機構６３を介して
、相互に連結されており、可動部１２を水平状態である初期位置から跳ね上げると、その
跳ね上げ動作に伴って、可動支持脚６２が回動してその下端部が可動部１２に接近し、跳
ね上げた可動部１２の初期位置への復帰動作に伴って、可動支持脚６２が逆方向に回動し
てその下端部が可動部１２から離反し、可動部１２が初期位置に復帰した状態では、可動
支持脚６２が垂直状態に保持されるので、可動部１２を初期位置に戻す際に、可動支持脚
６２が後方側に倒れて、可動部１２が前下がりの状態に傾くことがなく、操作性もよい。
【００３３】
　また、この便器用手摺１では、固定支持脚６１及び可動支持脚６２によって、ベース部
材１０及び連結部材２０が所定の高さ位置に保持されるようになっているので、便所の床
面とベース部材１０及び連結部材２０との間に空間が形成されることになる。従って、便
所の床面を拭き掃除する際、ベース部材１０及び連結部材２０の下側についても、容易に
拭き掃除することができるという効果が得られる。
【００３４】
　なお、上述した実施形態では、可動支持脚６２と固定部１１の前端側の固定支持脚６１
とを連結しているリンク機構６３によって、可動部１２を水平状態である初期位置から跳
ね上げると、可動支持脚６２が後方側に回動してその下端部が可動部１２に接近し、跳ね
上げた可動部１２を初期位置へ復帰させると、可動支持脚６２が逆方向に回動して可動支
持脚６２を垂直状態に保持するようになっているが、これに限定されるものではなく、例
えば、ベース部材１０における可動部１２には、上端部を揺動支点として可動支持脚６２
を揺動可能に支持すると共に、可動部１２が水平状態である初期位置では、可動支持脚６
２を揺動不能な状態にロックし、可動部１２を初期位置から跳ね上げると、そのロックが
解除され、可動支持脚６２を揺動可能な状態にするロック機構を設けることも可能である
。
【００３５】
　例えば、こういったロック機構としては、図８（ａ）～（ｃ）に示すように、可動部１
２に連設された支持部材１２ａに取り付けた支持軸１２ｂが挿通される、可動支持脚６２
の長手方向に延びる長孔６２ｂと、同図（ａ）に示すように、可動支持脚６２が最も上方
側に移動した状態、即ち、可動支持脚６２の上端が可動部１２の下面に当接した状態では
、可動支持脚６２の前面に当接することで可動支持脚６２の後方側への揺動を阻止するが
、同図（ｂ）に示すように、可動支持脚６２が最も下方側に移動した状態、即ち、支持軸
１２ｂが長孔６２ｂの上端に係止された状態では、可動支持脚６２の前面に当接すること
がなく、同図（ｃ）に示すように、可動支持脚６２の後方側への揺動を許容する、支持軸
１２ｂよりも上方側において支持部材１２ａに取り付けられた第１ストッパ１２ｃと、支
持軸１２ｂの下方側において支持部材１２ａに取り付けられた、可動支持脚６２の前面に
当接することで、可動支持脚６２の前方側への揺動を阻止する第２ストッパ１２ｄとから
構成されるものを採用することができる。
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【００３６】
　以下、このロック機構のロック動作及びロック解除動作について説明する。まず、可動
部１２が水平状態である初期位置では、図９に示すように、可動支持脚６２が最も上方側
に移動しており、支持軸１２ｂの上下に位置している第１ストッパ１２ｃ及び第２ストッ
パ１２ｄによって、可動支持脚６２の前後方向への揺動が阻止され、垂直状態に保持され
るが、可動部１２を跳ね上げる際、その可動部１２の前端が僅かに持ち上がると、図１０
に示すように、可動支持脚６２が下方側に移動し、第２ストッパ１２ｄによって、前方側
には揺動することができないが、後方側に揺動可能な状態となるので、可動部１２の跳ね
上げ角度が大きくなっても、可動支持脚６２が垂直状態に維持され、図１１に示すように
、可動部１２が立ち上がった状態では、可動支持脚６２の下端部が可動部１２に近接した
状態となる。
【００３７】
　逆に、跳ね上げた可動部１２の初期位置に復帰させる際は、その復帰動作に伴って、垂
直状態に維持される可動支持脚６２の下端部が可動部１２から離反していき、可動支持脚
６２が床面に接地した後は、可動支持脚６２の長孔６２ｂに沿って支持軸１２ｂが下方側
に移動し、初期位置に復帰すると、可動支持脚６２の上端が可動部１２の下面に当接した
状態となるので、可動支持脚６２の前後方向への揺動が阻止され、垂直状態に保持される
。
【００３８】
　また、上述した実施形態では、ベース部材１０及び連結部材２０が所定の高さ位置に保
持されるように、ベース部材１０及び連結部材２０に支持脚６０（固定支持脚６１及び可
動支持脚６２）を連設しているが、これに限定されるものではなく、例えば、図１２～図
１６に示す便器用手摺２のように、支持脚を省略することも可能である。
【００３９】
　この便器用手摺２では、上述した便器用手摺１の支持脚６０（固定支持脚６１及び可動
支持脚６２）に替えて、角パイプによって形成されたベース部材１０Ａ及び連結部材２０
Ａの下面に高さ調整用のアジャスタ６０Ａが取り付けられており、設置される便器用手摺
２のがたつきをなくすことができるようになっている。
【００４０】
　前記ベース部材１０Ａは、上述した便器用手摺１のベース部材１０とは異なり、連結部
材２０Ａの接続位置よりも後方側に張り出しておらず、左右一対のベース部材１０Ａのう
ち、便器Ａの正面に向かって左側のベース部材１０Ａは、連結部材２０Ａを構成している
角パイプの幅と同一長さの短い固定部１１Ａと、この固定部１１Ａの前端部に連設された
支持片１１Ａａに、後端を回動支点として後方側に跳ね上げ可能に支持された可動部１２
Ａとを備えており、右側のベース部材１０Ａの略全体を跳ね上げることができるようにな
っている。
【００４１】
　前記連結部材２０Ａは、左右一対のベース部材１０Ａ、１０Ａの後端部にそれぞれ接続
された、便器Ａの幅方向に延びる左右一対の横直線部２１Ａ、２１Ａと、この横直線部２
１Ａ、２１Ａの内端に連設され、ベース部材１０Ａ、１０Ａと平行に後方側に張り出す左
右一対の縦直線部２２Ａ、２２Ａと、両端部が左右一対の縦直線部２２Ａ、２２Ａにそれ
ぞれ連設された、便器Ａにおける床固定部ａの前端上部を取り囲むように略Ｕ字状に屈曲
させた屈曲部２３Ａとから構成されており、屈曲部２３Ａは、便器Ａにおける床固定部ａ
の側面に沿うように、双方の縦直線部２２Ａ、２２Ａの上面における前後方向の中央部か
ら、前方に向かって斜め上方に立ち上がっている。
【００４２】
　以上のように、この便器用手摺２では、ベース部材１０Ａや連結部材２０Ａにおける横
直線部２１Ａ及び縦直線部２２Ａが便所の床に近接するため、便所の床におけるベース部
材１０Ａや連結部材２０Ａにおける横直線部２１Ａ及び縦直線部２２Ａに対応する部分に
ついては、容易に拭き掃除等をすることができないが、上述した便器用手摺１のように、
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ベース部材１０の可動部１２を跳ね上げたときに可動支持脚６２を折り畳み、可動部１２
を初期位置に復帰させた状態で、可動支持脚６２を垂直状態に保持するためのリンク機構
やロック機構を設ける必要がないという利点がある。
【００４３】
　また、上述した各実施形態では、便器Ａの正面に向かって右側のベース部材１０、１０
Ａが可動部１２、１２Ａを備えているが、これに限定されるものではなく、便所の扉の配
置に合わせて、左右いずれか一方のベース部材１０、１０Ａに可動部を設ければよく、双
方のベース部材１０、１０Ａに可動部を設けることも可能である。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　本発明は既設の洋風便器用の手摺として利用することができる。
【符号の説明】
【００４５】
　１　便器用手摺
　１０、１０Ａ　ベース部材
　１１、１１Ａ　固定部
　１１ａ、１１Ａａ　支持片
　１２、１２Ａ　可動部
　１２ａ　支持部材
　１２ｂ　支持軸
　１２ｃ　第１ストッパ
　１２ｄ　第２ストッパ
　１３　キャップ
　２０、２０Ａ　連結部材
　２１　直線部
　２１Ａ　横直線部
　２２　屈曲部
　２２Ａ　縦直線部
　２３Ａ　屈曲部
　３０　起立部材
　３１　下部支柱
　３１ａ　ボルト挿通孔
　３２　上部支柱
　３３　ノブボルト
　４０　手摺部材
　５０　固定部材
　５１　支持脚
　５２　固定アーム
　５２ａ　長孔
　５２ｂ　切欠凹部
　５３　可動アーム
　５４　ノブボルト
　５５　押圧部
　５６　アジャスタ
　５６ａ　全ネジボルト
　５６ｂ　回転操作部
　５７　自在アタッチメント
　６０　支持脚
　６０Ａ　アジャスタ
　６１　固定支持脚
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　６１ａ　カバー
　６２　可動支持脚
　６２ａ　カバー
　６２ｂ　長孔
　６３　リンク機構
　Ａ　便器
　ａ　床固定部
　ｂ　上部外表面
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